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会 報 第第４４号号(2200 年年 22 月月))    http://shimin-me.net 

市民の目フォーラム北海道の活動は、カンパで支えられています。 

ＣＥＦＨの活動 

20.1.1「市民の目フォーラム北海道」相談受理状況 

平成 19.10.1～12.31 ( )内は累計で内数 

相 談 等 の 内 容 相談者区分 

手段 メール 電話 その他 
警察職

員ＯＢ 

一般 

市民 
計 

警察関 

係相談 

等 

苦情  (10) 1(15)  2( 2)  3 (27)  3 (27) 

相談  4 (11) 10 (24) 1 (6) 6(14) 9 (26) 15 (41) 

要望  ( 2)  (2)   (2) 

情報提供 1 ( 6)  3 (4) 2 (4) 2 (6) 4 (8) 6 (14) 

その他  ( 5) 1 (2) (1)  1(8) 1 (8) 

その他の相談    (1)    (1)  1( 1)   1 ( 2) (1) 1 (3) 

合計 5 (33) 15 (48) 6 (14) 9 (25) 17(70) 26(95) 

＊市民の皆さん、警察問題だからと言って泣き寝入りせず遠慮なくﾒｰﾙ

や電話（050-7524-8995）で相談して下さい。相談は無料です。 

20．1.19 志布志事件無罪国賠弁護団との交流 泣いていた川路大警視 

 平成２０年１月１０日、鹿児島市の弁護士会館で志布志事件無罪国賠

弁護団（団長井上順夫弁護士、事務局長野平康博弁護士）と「明るい警

察を実現する全国ネットワーク」代表清水勉弁護士、「市民の目フォーラ

ム北海道」の市川守弘弁護士、原田宏二代表が参加して、意見交流会が

開かれた。交流会には、同弁護団の弁護士をはじめ原告の中山信一県議

会議員ご夫妻、会社社長の川畑幸夫さんも参加した。（志布志事件につい

ては、CEFHのホームページに「志布志事件は警察の組織犯罪」と題して、

昨年１０月１日、８日、１５日の３回にわたり掲載したので参照された

い。）意見交流会では、原田宏二代表が警察在職中に捜査二課長として体

験した警察の選挙違反事件捜査について説明し、志布志事件は自白偏重

の人質司法という現行刑事司法の下で起きるべくして起きた事件であり、

警察による組織的な犯罪であると断じた。それに対して参加者の皆さん

が質問するという形で、活発な意見交換が行われた。原田代表は、「いろ

いろな方から事件のことだけではなく、鹿児島県における警察の位置づ

け、選挙事情などを聞くことが出来た。志布志事件にはメディアが報道

しない根深い背景があるように思う。今後の訴訟に必要であれば、これ

からも弁護団に協力したい」と語っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察関連ＮＥＷＳ（抜粋分）  

19.12.8  埼玉県警元さいたま市警察部長（警視正） 

 元警察学校長等を業務上横領で告発 

  

 12 月 6 日 さいたま県警の元幹部でさいたま市警察部長（警視正）ま

で務めた警察ＯＢの田中三郎氏(60 歳)が、埼玉県県政記者クラブで記者

会見を行って、元埼玉県警察学校長等を業務上横領の疑いでさいたま地検

に告発したことを明らかにした（写真中央：田中三郎氏）。記者会見には、

「明るい警察を実現する全国ネットワーク」の代表で田中氏の代理人であ

る清水勉弁護士（写真右側）と同ネットワークの会員で「市民の目フォー

ラム北海道」代表の原田宏二（写真左側）が同席した。埼玉県警察学校の

学生と教職員の任意団体「校友会」が、構内の売店業者から売上金の３%

を「助成金」名目で上納させていたが、告発状によると田中氏の前任だっ

 

川路大警視（以下、敬称略）は、明治７年に警視庁を創設した人物。

川路は、薩摩藩（鹿児島藩、島津藩ともいう）の武士とは名ばかり

の貧しい家に生まれた。文武に励み、明治維新後は、文官となり警

察行政を担う。江戸時代の警察は町奉行の与力、同心が当たったが、

この職は不浄役人とされ、正規の幕臣は就こうとせず、一代限りの

臨時雇いの身分の者にやらせた。川路は、警察は単なる不浄機関で

はないと、フランスなど欧州の警察制度を視察、帰国すると政府に

フランスの警察制度を手本にして「警察制度改革の建議書」を提出

した。川路は「良民を保護し、内国の気力を養う」のが警察の役割

で「国家平常の治療」であると位置づけた。そして、警察官に「官

員は公衆の膏血をもって買われたる物品のごとし」と厳しい自戒を

求めた。その川路の銅像は、警視庁警察学校の「川路広場」にもあ

るという。（「大警視・川路利良」神川武利著から）１月１１日の朝、

志布志事件無罪国賠弁護団との交流会終了後に、筆者が川路の銅像

を訪れた時は雨だった。雨に濡れた川路の顔は、鹿児島県警による

志布志事件の捜査や警視庁の現職警察官によるストカー殺人等、不

浄役人以下に成り下がった最近の警察官を思ってか涙していた。「良

民を保護」するどころか、良民を苦しめた鹿児島県警に対して、警

察本来の役割を果たすように強く求めているように見えた。 

（写真は、川路利良大警視の銅像と鹿児島県警察本部庁舎） 

http://shimin-me.net/


 2 

た平成 16年当時の校長(警視正 既に退職)は、庶務・厚生担当事務官（警

部級）に「助成金は、当時の副校長（警視）に渡すよう」に指示し、平

成 16年４月から１２月までの間の「助成金」計約１２５万円を「校友会」

の出納帳に記載せず、当時の校長や副校長ら３人が着服したとしている。 

 

田中三郎氏は、昭和４２年埼玉県警警察官（巡査）となり３２歳で警

部に昇任、警察庁に出向、平成２年には警視に昇任して、警察本部の監

察官、課長、警察署長等を歴任、平成１５年警視正に昇任して、九州管

区警察局に出向、埼玉県警察学校長、さいたま市警察部長兼第一方面本

部長を歴任し、平成１９年９月警視長で退職した。田中氏の経歴をみる

と、警察官としては極めて順調に出世しており、階級社会の警察にあっ

て、地方幹部（地元出身の幹部の意味、「じかた」）としては最高の地位

にまで昇りつめている。その田中氏が何故、かつての同僚や部下を相手

取って刑事告発までしたのか。田中氏は、告発に至った動機について、

次のように語っている。埼玉県警上級幹部として、平成１１年ころから

全国に先駆けて、警察の不正経理の根絶に取り組んできたとの自負もあ

り、平成１２年の警察刷新会議の「警察刷新に関する緊急提言」が示さ

れた警察改革には、真剣に取り組まなければならないと考えていた。そ

のためには、まず上級幹部自らが意識を改革し、同じ過ちは二度と犯さ

ない、犯させないという強い意志を持たなければならないと考えていた。

しかし、警察学校長に着任して、犯罪を取り締まる警察官のイロハを教

えるところである警察学校に不正経理があることを知り愕然とするとと

もに、警察幹部として求められるルールに従って、警察本部長（警視監

～キャリア）、警務部長（警視長～ｷｬﾘｱ）等の県警上層部に報告したが、

ことごとく無視され、改めて警察の自浄能力の無さと隠蔽体質を知らさ

れる。田中氏は、こうした県警上層部の態度は、警察改革に逆行するも

のであると考えた。そして、警察が自浄機能を発揮することが無理なら

ば、本件事案の真相を明らかにする唯一の手段は司直の手にゆだねる以

外にないとの結論に達し、平成２０年の定年退職を待たず、職を退いた

上で告発をすることにした。以下、田中氏の説明や当時の新聞報道から

その経緯を追ってみよう。 

１ 使途不明金を知った経緯について 

 警察学校では、平成 17 年 3 月 22 日付けの人事異動で、校長、副校長

のほか、新設された庶務・厚生担当調査官（警視級）が新たに配置とな

り、庶務･厚生担当課長補佐（警部級）も交代となったことから、引継ぎ

書類の点検や所掌業務の把握の過程で、使途不明金の存在が判明した。

また田中氏と前校長（元警視正、既に退職、被告発人）との事務引継ぎ

が警察学校校長室で行われた際、校内の売店から「助成金」を受け取っ

ていることを知り、国家公務員倫理法で利害関係者からの金銭等の授受

が禁止されていることもあり、田中氏は警察学校内で売店を営む業者か

ら金銭の提供を受けることがあってはならないと判断し早急に是正する

ことを決意し即刻、売店業者からの「助成金」の提供を辞退したという。 

２ 田中氏が講じた措置等 

 田中氏の説明では、警察学校長として、次のような措置を講じたという。 

(1) 校友会の収入金については、前記の使途不明金を除き、いずれも校

友会収入として金銭出納帳に記載され、いずれも支出の経緯及び領収書等

の証拠書類が保管されていることなどから、単に帳簿記載上の単純ミスで

はなく、上級幹部がかかわる非違事案に発展する疑いが認められた。 

(2) 本件事実を認知した後の平成 17年 3月下旬に、学校長から非違事案

を調査する首席監察官（警視正）に電話速報するとともに、副校長等が同

年 7月末までに、少なくても４回にわたり、関係書類を本部に持参して事

実関係を報告したほか、学校長自らが警察本部長、警務部長ほか関係部課

長に口頭報告を行い、事実関係の調査を依頼した。しかし、その後におい

ても、本部の対応が不明であったことから、平成 17年 9月 26日、首席監

察官に調査状況を確認したところ「上司の指示でそのままにしてある」と

の回答があったため、このままでは、後々県警の対応について非難を受け

るおそれが懸念されたことから、再度、県警として適切な措置をとるよう

に要求した。その過程で「これを調査したら北海道警のようになってしま

うが、それでもいいのか」と詰め寄られる場面があったという。更に平成

17 年 10 月 25 日、８月１２日付けで交替した新警察本部長に対して事案

の概要を報告したが、その後においても本部の調査の進捗状況は不明のま

ま推移した。 

(3) 平成 17 年 12 月末に、一部ﾏｽｺﾐからの取材があった際には、本部の

指示により「適正に執行されており問題はない」との回答に終始していた

が、使途不明金の使途が確認できないまま「問題がない」という回答を続

けることには疑問があり、本部の調査内容を提供するように警務部長に要

望したところ、「今後の対応は本部がやるから、学校は対応の必要はない」

との指示があった。こうした本部の対応は学校長として納得できるもので

はなく、必要な情報提供もないまま、平成 18年 3月 17日に人事異動の内

示があったことから、残された道は、県警を管理する県公安委員会に報告

して、警察法第 43 条の 2 第 1 項に基づく個別又は具体的な指示をお願い

する以外にないと考え、警察本部長の承認も得ないまま、平成 18 年 3 月

22 日に委員長以下４人の公安委員に対して本件事案の報告を行った。そ

の後、どこから情報が漏れたのか不明だが、平成 18 年 4 月 4 日に一部の

マスコミ報道がなされた。 

３ 進まない警察幹部の意識改革 

 平成１１年、全国各地で相次いだ警察不祥事を受け、平成１２年７月に

民間有識者による「警察刷新会議」が「警察刷新に関する緊急提言」を国

家公安委員会に提言した。しかしながら、平成１６年以降、北海道警察を

はじめ、全国各地の県警で裏金疑惑が発覚した。北海道監査委員は、北海

道警察の全ての部局で長年にわたり組織的に、管理、監督の立場にある者

の指示、命令により虚偽の会計書類を作成させ、不正な方法で（予算が）
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執行されていたと指摘し、北海道警察は９億６，０００万円を国と北海

道に返還した。高知県監査委員も平成１２年から１６年度までの高知県

警警察本部と高知警察署で執行された捜査費についての特別監査で、執

行された一般捜査費２，５２１件、約３，５２８万円、捜査諸雑費１１，

２６１件、約１，６１８万円のうち「支出の実態がない」、「支出が不適

正」、「支出が不自然」とされたものが、一般捜査費で全体の４０．９％

約１，４４３万円、捜査諸雑費で全体の２１．６％約３４８万円にのぼ

ったことが明らかになっている。今年になっても、宮崎県庁の裏金疑惑

が発覚、その中で宮崎県警の３つの警察署で物品購入に絡む裏金づくり

が発覚している。このように警察の予算執行に絡む不祥事は、依然とし

てあとを絶たない。このことは、長年にわたり、警察組織に染みこんだ

裏金システムを一朝一夕にして解消することが、いかに困難であること

を物語っている。田中氏も埼玉県警に裏金システムが存在したことを率

直に認めながら、埼玉県警の実情について次のように話している。埼玉

県警では、平成１１年以前から、捜査費等の支出方法について、それま

でのいわゆる裏金といわれる管理方法等の見直しを始め、平成１２年度

の予算からは、表裏の収支ともに、会計監査に耐えうる方法に改めたこ

とから、所属長等の幹部の裁量で支出できるいわゆる運用金（裏金）が

無くなってしまい、幹部の意識改革が要求された。しかし、第一線（警

察署等のこと）では、警察関係団体に働きかけ、新たな（裏金の）財源

探しに奔走する幹部もいたが、その都度、本部から規制されていた。こ

うしたなかで、警察学校では元々（裏金の原資になった）捜査費等がな

く、警察関係の外郭団体もなかったことから、本部のチエックも十分機

能せず、第一線とは異なった文化が育つ土壌が温存していたのではない

かと思う。使途不明金の使途について、副校長は「（学生の）寮内の備品

や臨時講師との飲食代に使った。私的な流用や不必要な飲み代に使った

ことはない」としている（平成１８年４月４日 読売新聞）が、その点

については、徹底した内部調査を行ったが、それらしい支出は確認され

ず、使途不明金の返済が行われた事実もないことを確認している。 

 

 確かに、田中氏が告発した警察学校の「助成金」は公金ではないが、

これまで発覚した警察の裏金疑惑の延長線上にある疑惑であることは間

違いない。そうした、疑惑が発覚したときの警察本部のキャリア官僚で

ある警察本部長をはじめ県警上層部の対応は、一連の警察の裏金疑惑が

発覚したときの対応とは何も変わってはいない。警察の隠蔽体質そのも

のである。警察を管理するべき公安委員会も何も機能しなかった。そし

て何よりも幹部の意識改革も進んでいないことも明らかになった。田中

氏の告発対象は３人の県警幹部ではあるが、真の告発対象になっている

のは、埼玉県警の組織そのものであることを見落としてはならない。田

中氏の告発を受けたさいたま地検が、どんな捜査をするのか注目したい。 

20.1.4 警官を見たら痴漢と思え？後を絶たない警察官の性的不祥事 

 警察官の不祥事は止まるところを知らない。昨年、警視庁の交番勤務の

警察官が、ストーカー行為を繰り返した末、女性をけん銃で射殺し、自分

も自殺した事件は、止まるところを知らない警察官の犯罪にもかかわらず、

警察への国民の信頼を完全に失わせるほどに大きな衝撃を与えた。この事

件は、警視庁の巡査長が制服で交番勤務中に犯行に及んだもので、警視庁

の勤務管理の在り方が問題となった。最近は警察官によるセクハラ等の

「性的不祥事」が異常に多い。全国の警察官による性的不祥事で報道され

たものを拾ってみた。平成１９年７月から８月までのわずか２か月で１５

件もの「性的不祥事」が起きている。しかし、警察の隠蔽体質を考えると、

これは氷山の一角とみた方が良い。 

①７月５日(警視庁)内閣府特命担当相を担当する SP、痴漢容疑で逮捕②

７月９日(道警)拳銃・警棒着装の制服警部補、女性に抱きつき数百万円で

示談③７月１７日(神奈川県警)女児(9 歳)のｽｶｰﾄ内を盗撮した巡査を逮捕

④７月１８日(島根県警)交通事故処理を担当した巡査部長が、女性の携帯

に連絡し交際を申込む ⑤７月１８日(島根県警) 巡査が同僚の女性警官の

体を触る⑥７月２０日(道警)女子高校生のスカートの中を盗撮した巡査を

逮捕⑦７月２０日(香川県警)性犯罪被害女性の相談を受理した巡査長が女

性と不適切な関係にあったと戒告⑧７月２３日(警視庁)電車内で卑わいな

言葉かけた警部補を逮捕⑨７月２５日(奈良県警)パチンコ店で女性の尻を

なでた巡査部長を逮捕⑩７月２６日(大阪府警)スカート内盗撮で巡査長を

逮捕、直後に証拠隠滅を図る⑪７月３１日(神奈川県警)今月 7 月 17 日盗

撮で逮捕された巡査の上司にあたる警部補が、女児盗撮で逮捕⑫８月１日

(山梨県警)交通事故捜査係の警部補が、釈放した女性呼び出しホテルに誘

う⑬８月１０日(和歌山県警)職務質問後、呼び出した女子高校生に乱暴。

巡査部長を逮捕⑭８月１７日(兵庫県警)下半身を露出した尼崎南警察署の

巡査を逮捕⑮８月２３日(兵庫県警)ＤＶの相談にきた女性に男の下半身を

描いた絵を見せるなどのセクハラ etc。 

 

 北海道警察では札幌西警察署の拳銃・警棒着装の警部補（５８歳）が、

パトロール中に訪問先の女性に抱きつき数百万円で示談した事実が発覚

したが、この警部補は「女性が以前から悩んでいる様子だったので安心さ

せるために抱擁した」と弁解、道警の監察官室は「警部補の行為は、職務

の一環であり性的な目的でなかった」と釈明した。ところがまたしても、

昨年１２月２０日、北海道警察本部地域部地域企画課の男性警部補（５２

歳）が、女性に対してセクハラ電話をかけたとして停職１か月の懲戒処分

を受けたことが発覚した。北海道警察ではこれで３件目だ。少し多過ぎ

やしないか。今回発覚したのは、報道記事等によると、昨年９月２７日、

この警部補が道警本部総合当直で勤務中に、相談電話を架けてきた美唄

（びばい）市内の女性に性的関係を迫る言動をしたほか、その後も１０月

１日まで５回にわたり女性に電話して、性的関係を迫ったり、食事に誘う

などしていた。うち４回は勤務時間外の午後８時～１０時ごろ、自宅や携
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帯電話から女性方に電話していたが、１回は勤務時間中だったといい、

その後も数回、女性に電話をかけて卑わいな言葉を発していたという。

昨年１０月上旬に女性が道警に通報して発覚したが、問題の警部補は、

「元気づけるつもりだった」と弁解しているという。何をもって「元気

づけ」というのか、自宅からや個人の携帯電話で、しかも勤務時間外に

電話をして、それが職務上の行為だとでも言うのか、理解に苦しむ。「抱

きつき警部補」といい、「セクハラ警部補」といい、何とその弁解が似て

いることか。北海道警察のホームページの【相談センター】のページに

はこう書かれている。「警察相談かけて安心＃９１１０」９月１１日は「警

察相談の日」ストーカーや家庭内暴力、子供の非行などで不安や危険を

感じている方は、「＃９１１０番」にご相談下さい。 

 

 そしてこの警部補は、この「相談センター」の受付窓口がある道警本

部の総合当直で勤務していたのだ。この女性がどんな用件で相談したの

かは、明らかにされていない。市民が警察に相談するのはよほどのこと

だ。おそらく、最初は警察に相談することさえ躊躇したに相違ない。ま

さか、警察に相談して警察官からセクハラを受けるとは想像もしていな

かったろう。そうした弱い立場の市民からの困りごと相談を逆手に取っ

て、女性の弱みにつけ込んでしつこくつきまとう行為は、人間としても

卑劣きわまりない。「相談電話、かけて安心」どころか「相談電話、かけ

たら危険」だろう。これを単なる警部補の性的非行だけで済ませて良い

のか。警部補の行為は「公務員の職権濫用罪」あるいは男女間の情交も

「賄賂」となるから職権をかさにきて性的関係を迫る行為は「賄賂の要

求」（収賄罪）に当たる？との指摘もある。それはともかく「セクハラ警

部補」の行為は警察官の職を著しく汚した「汚職」だ。こうした警察官

こそ組織から排除すべきだ。しかし、この警部補は停職１ヶ月の懲戒処

分を受けただけで、刑事責任も民事責任も問われていない。しかも、こ

の問題で北海道警察は、道警本部地域部長や地域企画課長の責任も明ら

かになっていない。相も変らず身内には甘い警察の体質をあらわにした。

谷口茂樹監察官室長は、「職務倫理教養を強化して再発防止に努めたい」

と定型的で無意味なコメントしたが、「こうした警察官には、市民が分か

るようにピンク色の階級章を着装させて、再発防止に努めます」とコメ

ントすべきであった。そうでなければ、まともにやっている警察官まで

制服を着ているだけで痴漢と間違えられる。警察官のセクハラ行為につ

いては、平成１９年５月２８日、沖縄県警の警部補から事件の参考人と

して事情聴取を受けた際、下着の色を聞かれるなどのセクシュアルハラ

スメント（性的嫌がらせ）を受けたとして、大阪市の４０歳代の女性が

同県などを相手取って１１０万円の損害賠償を求めていた訴訟で、那覇

地裁はセクハラを認め、３５万円の支払いを県に命じた。判決などによ

ると、女性は平成１８年５月、偽造旅券所持事件の参考人として大阪市

内の警察署に呼ばれ、沖縄県警浦添署の４０歳代の警部補による事情聴

取を受けた。警部補は、下着の色が白かどうか問うような発言をした。昼

食をとるため、署外に出た際も「手をつなぎましょうか」と言って右手を

女性に差し出した（読売新聞）。警部補の質の低下は、「市民の目フォーラ

ム北海道」のホームページで１９．１１．１７（土）「警察現場に崩壊の

兆し 頻発する警部補の不祥事」と題して問題を提起したところであるが、

その指摘は、まさしく正鵠を射ている。今回の「セクハラ警部補」の問題

は、さらに深刻な問題がある。それは、この警部補が北海道警察本部の地

域部地域企画課の係長であるからだ。この「地域企画課」は、どんな仕事

をしているのか説明が必要だ。北海道警察の組織に関する規則第 20 条の

２に地域警察官の指導教養に関すること、となっている。  

北海道には、交番が３１２カ所、駐在所が４３５カ所ある。この合計７

４７カ所の交番等には、北海道警察の警察官の約６割近くが地域警察官と

して勤務している。地域企画課は、この交番等の警察官を指導教養する立

場にある。従って、地域企画課には優秀な警部補が配置されているはずだ。

優秀だと評価されている警部補でさえ、警察相談に電話をしてきた女性に

セクハラ行為を行ったのだ。警部補（係長）の質の悪さも極まったという

感がある。こうした警部補が北海道警察の地域企画課で仕事をしているな

ら、同課に交番等の警察官を指導する資格などはない。 

 

 警察官の性的非行で最も悪質なのは、警察の留置場に逮捕・勾留されて

いる女性被疑者に対するわいせつ行為だ。これまでも警察署の留置場内に

おける性的不祥事は、把握できたものだけで 5 件ある。北海道警察でも、

平成 11 年に北海道警函館西警察署の巡査部長が、留置場内で女性にわい

せつ行為を繰り返し逮捕されたことがある。最近では、昨年１２月２６日

に、千葉県警浦安署刑事課巡査長（２６歳）が、拘置中の女性被告（２２

歳）にわいせつな行為をしたとして逮捕されたが、千葉地検がこの巡査長

を特別公務員暴行陵虐容疑で起訴した。同巡査長は留置場内で数十回、女

性にキスしたり、下着のなかに手を入れるなどのわいせつ行為を繰り返し

ていた。犯行状況から立件可能な２件について起訴した。千葉県警は同日

付で懲戒免職にし、署長ら上司４人を本部長訓戒などの処分とした。何故、

警察官の性的非行が多いのか。こうした問題が起きるたびに警察は、個人

的な資質の問題として片づけてきた。しかし、逮捕・勾留等、自由が拘束

されている相手の弱みにつけ込んだり、警察官の立場を利用するなどして

性的な関係を迫る行為は正常な範囲を超えていることは間違いない。それ

とも警察官は、何をやっても許される、市民は泣き寝入りするとでも考え

ているのか。こうした異常者が警察官として仕事をしているとなると、市

民はいよいよ警察官を信頼できなくなる。「警察官を見たら痴漢と思え」

と市民から言われないためにも、北海道警察は、原因を徹底的に調査し、

再発防止策を考えるべきだ。それをしない限りこれからも警察官の性的非

行が続くだろう。 
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20.1.23 幕引き許さず！道警の裏金「裏帳簿」が流出（その 1） 

平成１５年１１月２３日に発覚した北海道警察（以下道警）の組織

的な裏金づくりは、道警の内部調査を基に約９億６，０００万円を国

と北海道に返還して幕引きが図られた。しかし、道警の内部調査は、

道警上層部の関与や幹部による私的流用を否定するという欺瞞に満ち

たものだった。何よりも、問題であったのは、裏金の使途が記載され

ているはずの「裏帳簿」が、弟子屈（てしかが）警察署の裏金を告発

した元同署次長齋藤邦雄が保管していたものが明るみに出ただけであ

ったことだ。つまり、道警は肝心の「裏帳簿」なしで、私的流用はな

いとの結論を出したのだ。ところが、１月２２日（火）、全国一斉に発

売された週刊誌 FLASH（フラッシュ～２月５日号）で道警の裏金に関

する「裏帳簿」が写真入りで記事になった。記事を書いたのは、警察

の裏金等の不正を追及し続けているジャーナリストの寺澤有氏だ。記

事の見出しは「これが現物だ 警察裏ガネ闇帳簿！」道警釧路方面本

部鉄道警察隊の「裏帳簿」とされる写真が、２面にわたって大きく掲

載されており、ページを開くと目に飛び込んでくる。 

（「フラッシュ」の記事） 

記事には、昭和６２年に国鉄の分割、民営化に伴い発足した道警釧路

方面本部鉄道警察隊の隊長をはじめ、関係すると見られる隊長が実名で

登場する。この「裏帳簿」によると、同隊の裏金の原資は旅費で、年間

約３００万円、それが幹部のヤミ手当、部内の飲食、餞別などに充てら

れていたことになっている。これは、道警ＯＢで元釧路方面本部長の原

田宏二が、北海道議会の総務委員会で参考人として証言した内容と一致

している。なかでも注目される支出の指摘がある。それは、裏帳簿に「業

務費（会計課返戻）１５万円」と記載されているとしている箇所だ。道

警の裏金に関する報道のなかでは、道警上層部による上納やピンハネが

行われたとする記事もみられたが、道警の内部調査では、裏金システムに

道警本部や方面本部が関与している事実は、明らかにされなかった。「業

務費」なる費目は何を意味するかは不明だが、警察の裏金システムや裏金

の隠蔽に、本部の会計課が深く関わっていたとの指摘は多い。しかし、会

計課の関与は明らかにされなかった。もし、このフッラシュの記事が事実

なら、道警釧路方面鉄道警察隊の裏金から、釧路方面本部会計課に裏金の

上納が行われていたことになるのだ。もう１つ注目されるのは、当時の釧

路方面本部長とＮＯ２の参事官が実名で登場し、方面本部長は裏金の存在

を否定したが、参事官は「当時、各所属で裏ガネが作られていたことは事

実です。私も裏帳簿をつけていたことがあります。」と語ったとされてい

る点である。この参事官は道警函館方面本部長を務めたことがある人物で

ある。道警ＯＢの多くは、いまだに裏金システムの存在や自らの関与を認

めようとしない。道警の裏金疑惑を告発した原田宏二と同じ方面本部長の

立場にあった道警ＯＢが裏金システムの存在と自らの関与を認めたとし

たら異例なことだ。この記事を読んだ齋藤邦雄は「裏帳簿の形式、記載内

容」等から、この裏帳簿は平成元年３月３１日から１年間の道警釧路方面

本部鉄道警察隊の裏金の収支を記載した「裏帳簿」であることは間違いな

いとしている。いずれにしてもこのフッラシュの記事は、警察の裏金の実

態を改めて明らかにしている。北海道では、１日２３日に書店に並んだ。

なお、この「裏帳簿」については「市民の目フォーラム北海道」でもその

内容を詳しく分析し、次回にお伝えすることにする。 

書籍紹介 

19.12.22 ドキュメント仙波敏郎－告発警官 1000日の記録－（仙

波さんを支える会代表 東 玲治著）が、「創風社」から出版された。

「このまま行けば若い警察官が理想を失う」との思いから全国で唯一の現

職警官による警察の組織的裏金づくりを告発。それによる不当な配置転換

を違法として争った国賠訴訟一審判決は、劇的な勝利となった。本書は警

察という強大な組織と対峙した一巡査部長の 1000日の記録である。なお、

この書籍の中では、「市民の目フォーラム北海道」代表の原田宏二や事務

局スタッフの齋藤邦雄が松山地方裁判所で行った証人出廷など、臨場感溢

れる記述が随所に展開されており、警察裏金問題に関心のある方々には、

是非、一読を勧めたい本である。 

 

編集後記警察関連ＮＥＷS は、11 月５件、12 月５件、１月４件をホーム

ページに掲載しましたが、紙面の都合上、割愛しました。北海道警察 VS

北海道新聞の裁判状況も割愛しました。詳細は、CEFH のホームページ

をご覧下さい。会報第５号は、平成２０年５月頃を予定しております。 

そんな忠告をした直後の今年１月２４日、またしても道警警部補がわい

せつ不祥事で停職３カ月の懲戒処分が公表された。新聞記事によれば、

札幌方面本部管内の警察署の男性警部補（４９歳）が知人女性にわいせ

つ行為をしたとして、道警は２３日、この警部補を停職３カ月の懲戒処分と

した。道警監察官室によると、警部補は昨年７月中旬に私用で釧路を訪

れ、３０代の知人女性と会食後、女性の運転する乗用車内で女性に抱き 

つくなどのわいせつ行為をした。不祥事は、被害者が昨年１２月、別な警

察官に相談して発覚したものの、被害者が告訴をしないため、道警は立

件を見送った。警部補は「飲酒して気分が高揚してしまった」と話している

という。「警官を見たら痴漢と思え」は冗談ではないのだ。 

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E4%BB%99%E6%B3%A2%E6%95%8F%E9%83%8E-%E5%91%8A%E7%99%BA%E8%AD%A6%E5%AE%981000%E6%97%A5%E3%81%AE%E8%A8%98%E9%8C%B2-%E6%9D%B1-%E7%8E%B2%E6%B2%BB/dp/486037097X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1198324338&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E4%BB%99%E6%B3%A2%E6%95%8F%E9%83%8E-%E5%91%8A%E7%99%BA%E8%AD%A6%E5%AE%981000%E6%97%A5%E3%81%AE%E8%A8%98%E9%8C%B2-%E6%9D%B1-%E7%8E%B2%E6%B2%BB/dp/486037097X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1198324338&sr=8-1

